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角田市農業委員会の委員の募集要項 
 

現在の農業委員の任期は、令和８年７月１９日をもって任期満了となりま

す。令和８年７月２０日からの新しい委員について、農業委員会等に関する

法律に基づき、角田市農業委員会の委員（以下「農業委員」という。）を募

集します。 

 
１ 募集内容  

（1） 定 数（募集人数） 

15名 

 

（2） 任 期  

令和8年7月20日から令和11年7月19日まで 

 

（3） 身 分  

角田市の特別職の非常勤職員 

 

（4） 報 酬（年額） 

職名 
支給 

区分 
基本額 

実績額 

活動実績 成果実績 

会長 
年額 

（月額） 

684,000円 

（57,000円/月額） 農地利用最適化交付金の交付額に基づ

き支給。 職務代理 年額 336,000円 

委員 年額 296,000円 

 

（5） 職務内容 

ア 農業委員会の総会（毎月開催）に出席し、農地の権利移動や農地転用等の農地法に

基づく審議、決定。 

イ 農地利用最適化推進委員と連携して、担い手への農地利用の集積・集約化、遊休農

地の発生防止・解消、新規参入の促進等を行う。（農地パトロールの実施や、地域

計画検討会への参加 など。） 

ウ 農地利用最適化推進委員と連携して、農家からの相談及び調査等に関する業務。 

エ 農業委員会等が開催する会議、研修会への参加。 

オ 上記職務における農地利用最適化推進委員との連携 

カ 中立的立場の委員も他の委員同様の活動となります。 

（6） その他 

農業委員と農地利用最適化推進委員の両方に推薦、応募は可能ですが、農業委員と農地
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利用最適化推進委員とを兼任することはできません。 

２ 推薦を受ける方及び応募する方の資格  

農業に関する識見を有し、農地等の利用の最適化の推進に関する事項その他の農業委員

会の所掌に属する事項に関し、その職務を適切に行うことができる方の申し込みをお待ち

しております。 

ただし、委員選任予定日において、次に掲げる事項に該当する方は、農業委員になるこ

とはできません。 

 

① 市内に住所を有しない方（ただし、特別の事情があるときは、この限りではありませ

ん。） 

② 破産手続き開始の決定を受けて復権を得ない方 

③ 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで又はその執行を受けることがなく 

なるまでの方 

④ 暴力団排除条例に規定する暴力団員等 

 

３ 推薦及び応募に係る手続き等  

(1)  推薦及び応募の方法 

ア 〔個人推薦〕…市内に住所を有する農業者等からの推薦（推薦者３名以上）です。 

イ 〔団体等推薦〕…農業者が組織する団体等からの推薦です。 

ウ 〔公募〕…個人による申し込みです。
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  提出書類 

申込区分 提出書類 添付書類 

個人推薦 様式第1号 

① 推薦を受ける方の住民票（本籍と戸籍の筆頭者記載のもの

で発行後3ヶ月以内のもの） 

② 推薦を受ける方の履歴書 

③ 推薦を受ける方の暴力団員等に該当しないことの誓約書兼

同意書 

団体等 

推薦 
様式第2号 

① 推薦を受ける方の住民票（本籍と戸籍の筆頭者記載のもの

で発行後3ヶ月以内のもの） 

② 推薦団体の定款または規約の写し 

③ 推薦を受ける方の履歴書 

④ 推薦を受ける方の暴力団員等に該当しないことの誓約書兼

同意書 

公募 様式第3号 

① 応募する方の住民票（本籍と戸籍の筆頭者記載のもので発

行後3ヶ月以内のもの） 

② 応募する方の履歴書 

③ 応募する方の暴力団員等に該当しないことの誓約書兼同意

書 

※「暴力団員等に該当しないことの誓約書兼同意書」は任意様式です。 

※提出された書類については、返却しませんのでご了承願います。 

 

（3） 募集期間  

令和8年2月2日（月）から3月3日（火）まで 

書類の受付は、平日の午前8時30分から午後5時15分までとなり、角田市農業委員会事

務局まで、郵送もしくは直接持参により提出してください。なお、郵送の場合は、締め

切り日必着となります。 

 

 

４ 選任方法  

角田市の農業の発展に資する方であるか、農地利用の最適化の推進に熱意をもって活動

できる方であるかを、提出された書類（推薦書・応募申込書）をもとに審査します。 

審査結果をもとに、農業委員候補者を決定し、市議会の同意を得た上で、角田市長が農

業委員を任命します。 

 また、法に基づき、農業委員15名中、過半数は認定農業者等であること、少なくとも1名

以上は中立的な立場の方を任命すること、女性や青年の登用に配慮することとなります。 

 

 

 



4 

 

５ 情報の公開 

募集期間の中間及び終了後に角田市農業委員会ホームページで以下の内容を公表しま

す。 

 

① 推薦をする方（個人の場合）の氏名、職業、年齢及び性別 

② 推薦をする方（団体の場合）の名称、目的、代表者又は管理人の氏名、構成員の数及び

構成員たる資格・要件 

③ 推薦を受ける方または応募する方の氏名、職業、年齢、性別、経歴及び農業経営の状況 

④ 推薦又は応募の理由 

⑤ 農地利用最適化推進委員に推薦されているか又は応募しているか否かの別 

⑥ 推薦を受ける方の数及びそのうちの認定農業者等の数 

⑦ 応募する方の数及びそのうちの認定農業者等の数 

 

 

６ 提出先及び問い合わせ先  

 推薦もしくは応募にあたって、ご不明な点がございましたら、農業委員会事務局までお

問い合わせください。 

 

    角田市農業委員会事務局 

   住所:981-1592 角田市角田字大坊41番地  

   電話:0224-63-0133 

     F A X:0224-63-4863 

  Eメール:noui@city.kakuda.lg.jp 

 


